
別表１（第４関係） 

補助対象系統 

青森県バス交通等対策協議会（以下「協議会」という。）等が定めた青森県地域公共交通計画に確保又は維

持が必要として掲載された運行系統の運行のうち、次のイからリの全てに適合するもの 

イ 道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第３条の３第１号に規定する路線定期運行に係る

もの。 

ロ 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否は、平成１３年３月３１日における市町村の状態

に応じて決定するものとする。 

ハ 次のいずれかの需要に対応して設定されるもの 

①国庫補助金交付要綱別表５に定める広域行政圏の中心市町村への需要 

②県庁所在地への需要 

③上記以外の市町村であって、総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、

広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると協議会が認めたものへの需要 

ニ １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日１日当たりの計画

運行回数が３回以上のものとする。 

ホ 次式によって算出される補助対象期間の１日当たりの輸送量が１５人～１５０人と見込まれ、かつ、過

去２ヵ年度連続して１日当たりの実績輸送量が１５人未満又は１５０人超ではないもの。 

計画平均乗車密度 × 計画運行回数 

ヘ 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費

用の見込額に達しておらず、かつ、過去２ヵ年度連続して経常収益が経常費用を超えていないもの。 

ト 補助対象期間の末日（９月３０日）において引き続き運行される予定のものであること。（補助対象期

間の途中に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合にあっては、再編を行う日までに、国土交

通大臣から青森県地域公共交通計画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象

系統が補助対象期間中継続して運行しているものとして取り扱う。） 

チ 経常収益が経常費用の１１／２０に満たない系統については、関係市町村が補助することにより経常収

益及び当該市町村の補助額の合計額が経常費用の１１／２０に相当する額に達するもの。 

リ 協議会で定めた青森県地域公共交通計画に記載されている市町村負担額（上記チ及び別表２の５及び６

に規定する額）を関係市町村が補助するもの。ただし、市町村負担額について、事業者と市町村で協議し

た場合はこの限りではない。 

（注） 

１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以

下切り捨て。） 

「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キロ」÷「平均賃率」 

２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額がある場合は、

当該運行系統の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロを乗じて算出する。実績額がな

い場合は、補助対象経常費用の１１／２０と協議会が算出する運送収入の見込額のうち、いずれか高い方

の額を計画運送収入とする。 

３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。（銭単位まで算出。銭未満切り捨て。） 

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ」 

なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃改定後適用の平均賃率×日数」） 

÷「総適用日数」  



別表２（第５関係） 

補助対象経費 

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額とする。ただし、補助対

象経常費用の見込額の９／２０に相当する額を限度とする。（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分

割その他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出した額の合計額とす

る。） 

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得られた額以下の額とする。 

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、国庫補助金交付要綱別表６に基づく補助ブロック毎

に定める地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出する。 

地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額以上の額とする。 

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

実車走行キロ当たり経常収益の見込額は、基準期間（※１）の実績額により算出するものとする。ただ

し、新設系統で基準期間（※１）における実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０

に相当する額と協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。 

４．補助対象系統が他の系統と競合し、その競合区間のキロ程の合計が当該補助対象系統の５０％以上であ

る場合にあっては、当該競合系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えることが見込まれるものに係

る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 

当該補助対象系統の補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額 × 

当該補助対象系統の総キロ程－競合区間に係るキロ程 

当該補助対象系統の総キロ程 

５．補助対象経費の額は、平均乗車密度の見込数値が５人未満の補助対象系統については、当該系統の輸送

量を５人で除した数値（端数切り捨て）を運行回数とみなした場合の当該運行回数（以下「みなし運行回

数」という。）分に相当する額とする。 

  このとき、別表１のリにある市町村負担額とは、運行回数とみなし運行回数の差分に相当する額とす

る。 

６．補助対象経費の額は、運行回数並びにみなし運行回数が１０回を超える系統については、１０回分に相

当する額とする。ただし、スクールバス等輸送を乗合バスへ一元化を図る場合等当該運行回数が地域の生

活交通として適当であると協議会での協議を踏まえ、知事が特別に認める場合はこの限りではない。 

  このとき、別表１のリにある市町村負担額とは、関係市町村並びに協議会での協議により運行回数が決

定された場合における、運行回数並びに見なし運行回数と、補助対象運行回数との差分に相当する額とす

る。 

（注） 

１．「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、補助対象事業者の基準期間（※１）を含む過

去３年間（※３）における乗合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した１キロメートル当た

りの経常費用（当該期間における一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由により算出された額をそのま

ま適用することが適当でないと認められるときは、国土交通大臣が適当と認める額）を平均して得られた

額をいう。（国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度

（※２）を含む過去３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バ

ス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を平均して

得られた額をいう。（国庫補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

３．「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、補助対象事業者の基準期間（※１）を含む過去 

 ３年間（※３）における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した１キロメートル当たり 

 の経常収益を平均して得られた額をいう。 

 

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間をいう。 

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計年度をいう。 

（※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。 

  



別表３（第４関係） 

補助対象系統（利便増進計画及び運送継続計画に係る補助対象事業の基準） 

利便増進計画又は運送継続計画に位置付けられた運行系統であって、協議会等が定めた青森県地域公共交通

計画に確保又は維持が必要として掲載された運行系統の運行のうち、次のイからリの全てに適合するもの 

イ 道路運送法施行規則第３条の３第一号に規定する路線定期運行に係るもの。 

ロ 以下の①から③のいずれかの要件を満たすもの。 

① 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否は、平成１３年３月３１日における市町村の状態

に応じて決定するものとする。 

② 再編の際現に地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助対象系統となっていた一の運行系統につい

て、再編により運行系統の途中に乗換拠点を設け、複数の運行系統に分割したもの。 

③ 地域旅客運送サービス継続事業を実施する運行系統について、運行系統の途中に乗換拠点を設け、複数

の運行系統に分割したもののうち、複数市町村にまたがるもの。 

ハ 次のいずれかの需要に対応して設定されるもの。 

① 国庫補助金交付要綱別表５に定める広域行政圏の中心市町村への需要 

② 県庁所在地への需要 

③ 上記以外の市町村であって、総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、

広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されていると協議会が認めたものへの需要 

ニ １日当たりの計画運行回数が３回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日１日当たりの計画

運行回数が３回以上のものとする。 

ホ 次式によって算出される補助対象期間の１日当たりの輸送量が３人～１５０人と見込まれ、かつ、過去

に２ヶ年度連続して１日当たりの実績輸送量が３人未満又は１５０人超ではないもの。（ロ②又はロ③の

要件を満たす場合を除く。） 

  計画平均乗車密度 × 計画運行回数 

ヘ 補助対象期間に、当該運行系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該運行系統の補助対

象経常費用の見込額に達していないもの。ただし、利便増進計画に位置づけられた系統であって、過去２

ヶ年度連続して経常収益が経常費用を超えた運行系統を除く。 

ト 補助対象期間の末日（９月３０日）（補助対象期間の途中に利便増進計画に実施予定期間として定めら

れた期間の末日が到来する場合にあっては、その日）において引き続き運行される予定のものであるこ

と。（補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合にあっては、再編を行う

日までに、国土交通大臣から青森県地域公共交通計画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限

り、同一の補助対象系統が補助対象期間中継続して運行しているものとして取り扱う。） 

チ 経常収益が経常費用の１１／２０に満たない系統については、関係市町村が補助することにより経常収

益及び当該市町村の補助額の合計額が経常費用の１１／２０に相当する額に達するもの。 

リ 協議会で定めた青森県地域公共交通計画に記載されている市町村負担額（上記チ及び別表２の５及び６

に規定する額）を関係市町村が補助するもの。ただし、市町村負担額について、事業者と市町村で協議し

た場合はこの限りではない。 

（注） 

１．「計画平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう。（小数点第１位まで算出。第２位以

下切り捨て。） 

「計画平均乗車密度」＝「計画運送収入」÷「計画実車走行キロ」÷「平均賃率」 

２．「計画運送収入」は、同一の補助対象系統として取り扱われる既存の運行系統の実績額がある場合は、

当該運行系統の実車走行キロ当たり運送収入の実績額に計画実車走行キロを乗じて算出する。実績額

がない場合は、補助対象経常費用の１１／２０と協議会が算出する運送収入の見込額のうち、いずれ

か高い方の額を計画運送収入とする。 

３．「平均賃率」とは、次式によって算出された数値をいう。（銭単位まで算出。銭未満切り捨て。） 

「平均賃率」＝「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ」 

  なお、補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合は、次式によって算出することとする。 

「平均賃率」＝（「運賃改定前適用の平均賃率×日数」＋「運賃改定後適用の平均賃率×日数」）÷

「総適用日数」 

  



別表４（第５関係） 

補助対象経費（利便増進計画及び運送実施計画に係る補助対象経費の算出方法） 

１．補助対象経費の額は、補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額とする。ただし、補助対

象経常費用の見込額の９／２０に相当する額を限度とする。（補助対象期間中に補助対象系統の合併・分

割その他の再編が予定されている場合は、再編前後の運行予定日数に応じて算出した額の合計額とす

る。） 

２．補助対象経常費用の見込額は、次式によって算出して得られた額以下の額とする。 

当該補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ  

ただし、実車走行キロ当たり経常費用の見込額が、国庫補助要綱別表６に基づく補助ブロック毎に定め

る地域キロ当たり標準経常費用を上回る場合は、次式によって算出する。 

  地域キロ当たり標準経常費用 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

３．経常収益の見込額は、次式によって算出して得られた額以上の額とする。 

当該補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の見込額 × 当該補助対象系統の計画実車走行キロ 

 ただし、新設系統で基準期間（※１）における実績額がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１

／２０に相当する額と協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、いずれか高い額とする。 

（注） 

１．「運送予定者の実車走行キロ当たり経常費用」とは、運送予定者（地域公共交通計画に運送予定者とし

て記載された者。以下この表において同じ。）の基準期間（※１）を含む過去３年間（※３）における乗

合バス事業の経常費用を実車走行キロの実績値で除した１キロメートル当たりの経常費用（当該期間にお

ける一時的な燃料費の高騰その他の特別の理由により算出された額をそのまま適用することが適当でない

と認められるときは、国土交通大臣が適当と認める額）を平均して得られた額をいう。（国庫補助要綱第

２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

２．「地域キロ当たり標準経常費用」とは、乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度

（※２）を含む過去３年間（※３）における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バ

ス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を平均して

得られた額をいう。（国庫補助要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く。） 

３．「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」とは、運送予定者の基準期間（※１）を含む過去３年 

間（※３）における補助対象系統の経常収益を実車走行キロの実績値で除した１キロメートル当たりの経 

常収益を平均して得られた額をいう。 

４．利便増進計画又は運送継続計画に地域間幹線系統と位置付けられた補助対象系統における補助対象経費 

の額は、次式により計算して得られた額をいう。 

 「別表２により算出した補助対象経費の額」＋ （「別表４により算出した補助対象経費の額」－ 

「別表２により算出した補助対象経費の額」） 

 × 

 

 

 

 

 

（※１）基準期間とは、補助対象期間（１０月１日～翌９月末日）の前々補助対象期間をいう。 

（※２）基準年度とは、補助金の交付を受けようとする会計年度（４月１日～翌３月末日）の前々々会計 

年度をいう。 

（※３）過去３年間とは、基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去３年間をいう。 

活性化法第２条第十三号に規定する地域公共交通利便増進事業を実施する区域におけるキロ程及び

又は同条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業を実施する区域におけるキロ程 

 

 補助対象系統のキロ程 


